
令和５年度 第１回京都市産業廃棄物資源循環推進会議 次第 

 

令和５年７月７日（金）午後１時３０分 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

  産業廃棄物処理指導に係る令和４年度の取組結果について 

 

３ 閉会 

 

 

 

 

 

○ 会議資料 

  資料１ 産業廃棄物処理指導に係る令和４年度の取組結果について 

   別紙１   廃棄物の適正処理ガイドブック（２０・２１ページ抜粋） 

   別紙２－１ 業種別啓発リーフレット（理美容店向け） 

   別紙２－２ 業種別啓発リーフレット（製造小売店等向け） 

   別紙３   ごみゅにけーしょん 第４８号 

   別紙４   プラスチックに係る資源循環の促進に向けた取組に関するチェックシート  

   別紙５   製造業者向けアンケートの結果について（京都府・京都市実施） 

   別紙６   さんぱい施設見学エコツアー 周知チラシ 

  資料２ 補足資料（制度、施策等の概要） 
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 産業廃棄物処理指導に係る令和４年度の取組結果について  

 
１ 排出事業者に対する取組 

 ⑴ 排出事業者に対する指導・啓発 

  ア 立入指導 
   (ア) 多量排出事業場【補１】 

     製造業を中心に事業場を選定して立入りを実施した。 

     令和３年度まではＰＣＢ保管事業場への優先的な立入りや新型コロナウ

イルス感染症の影響により多量排出事業場への不急の立入りを控えていた

が、令和４年度は計画どおり立入りすることができた。 

   (イ) 産廃チェック制度【補２】において「産廃処理・３Ｒ優良事業場」の認定 

    申請のあった事業場 1-8 
     チェックシートによる自己チェックの結果（廃掃法の保管基準、委託基準

及びマニフェスト等の遵守の状況）が適正であるかについて確認するため、

立入指導を実施した。 

   (ウ) 廃プラスチック類を多く排出する事業場 1-1 
     多量排出事業場を中心に事業場に立ち入り、プラスチック資源循環に関す

る取組状況を確認した。 

（各事業者の取組状況） 

    ・ ほとんどの事業場が簡易な分別やリサイクルには取り組んでおり、プラ

スチック資源循環促進法の制定等を機に、排出状況の社内調査や更なる分

別の徹底、リサイクル目標の設定等に取り組んでいる例があった。 

    ・ リサイクル状況については、単一素材のものは有価売却している例もあ

るが、大半は RPF 化によるサーマルリサイクル中心であった。 

   (エ) 建設リサイクル法に基づく届出のあった建設工事の現場【補３】 

   (オ) 地下工作物の存置に係る届出のあった現場【補４】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

多量排出事業場等  4  3 15 

産廃処理・３Ｒ優良事業場認定申請事業場 10 18 13 

建設リサイクル法届出現場 47 41 47 

地下工作物存置届出現場 29 29 21 

  イ 産業廃棄物の不法投棄等の抑止・指導等 2-1  1-6  
   (ア) 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の指導及び保管用地【補５】の監視 

   (イ) 重点監視地域【補６】に対する定期的なパトロールの実施 

   (ウ) 大岩街道周辺地域【補７】での監視パトロール、立入指導等の実施 

   (エ) 関係機関との連携による路上検問の実施 

   (オ) クリーンセンターにおける搬入ごみ検査【補８】 

   (カ) 不適正処理に対する指導等 

補足資料の番号 

資料１ 



2 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

保管用地 

届出件数 2 3 2 

廃止件数 1 0 0 

累積届出件数 47 50 52 

重点監視地域パトロール回数 週 1～4 回 週 1～4 回 週 1～4 回 

大岩街道 

周辺地域 

対策 

監視パトロール回数（注１） 週  7 回 週  6 回 週 6 回 

立入指導件数  12  12 10 

一斉立入指導回数   1   1 1 

路上検問（注２）回数   1   1 1 

クリーンセンター 

搬入ごみ検査 

実施回数 149 141 140 

検査件数（台数） 285 353 331 

指導件数（注３） 245 323 292 

不適正処理事案への指導件数 119 129 120 

注１ 監視パトロールは、委託業者による監視（平日早朝及び休日を含む。）を含む。 

 ２ 路上検問の実施の概要は以下のとおり。 

  ・ 実 施 日： 令和４年１０月１３日（木） 

  ・ 実施場所： 途中越（京都市左京区大原小出石町 国道 367 号 滋賀方面行車線） 

  ・ 参加主体： 環境省近畿地方環境事務所、滋賀県、大津市、京都府、京都市、下鴨警察署 等 

  ・ 実施結果： 口頭指導 ２件（書面の備え付け義務違反の車両 ２台） 

 ３ 指導件数は、一般廃棄物収集運搬業者に対する事後指導件数及び持ち込みごみ搬入者への持ち

帰り指導件数の合計。なお、指導件数には、産業廃棄物関係以外の指導（一般廃棄物の搬入不適

物等）も含む。 

  ウ ＰＣＢ廃棄物の適正保管及び適正処理の指導 2-2  
    高濃度ＰＣＢ廃棄物について、令和３年度に継続保管となっていたもの及び

令和４年度以降に新たに見つかったものに対し、環境省及びＪＥＳＣＯと連携

し、令和５年度内の処理完了に向けた指導を行った。 
    その多くは処理が完了しており、残っているものについても保管事業者の協

力を得られており、支障なく処理を進められる見通し。 

◇ 京都市内に保管されているコンデンサー等の状況（令和５年６月末時点） 

 変圧器 コンデンサー PCB 油 

高濃度 PCB 廃棄物

の残数(台) 

0 

(0) 

1 

(1) 

0 

(1) 
※ 括弧内は、令和４年 12 月末時点の処理状況 

※ PCB 油については保管事業所数を記載 

◇ 京都市内に保管されている蛍光灯安定器等の状況（令和５年６月末時点） 

 安定器 小型電気機器 ウエス等・その他汚染物 

高濃度 PCB 廃棄物

の残数(kg) 

808 

(907) 

0 

(0) 

0 

(0) 
※ 括弧内は、令和４年 12 月末時点の処理状況 
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  エ 電子マニフェストの導入促進 1-9  
    適正処理ガイドブック等の電子マニフェストに関する記載の充実（別紙１参

照）、立入指導等の機会を活用した電子マニフェスト導入の勧奨、排出事業者

等へ研修会の周知を図った。 

（参考１）全国における電子化率 

 令和２年度 令和３年度 令和 4 年度 

 全国の電子化率（注） 65％ 72％ 77％ 

     注 年間総マニフェスト数を 5,000 万枚として算出 

   （参考２）京都市における電子マニフェスト加入者数 
 
 
 
 

 

  オ 少量排出事業場に対する指導・啓発 1-6  
   (ア) 少量排出事業場が多い業種を対象にした業種別リーフレットによる啓発 

     理美容業及び製造小売業からよく排出される廃棄物の分別方法や正しい

処理方法について分かりやすく示した啓発用リーフレットを作成し、業界団

体等を通じて配布した（別紙２参照）。 

対象業種 発行部数 配布の協力依頼先 

理美容業 

（別紙２－１） 
4,150 部 

・京都府理容生活衛生同業組合 

・京都府美容業生活衛生同業組合 

・京都市保健福祉局（理美容業の規制部署） 

製造小売業等 

（別紙２－２） 
5,100 部 

・京都府菓子工業組合 

・京都府パン工業組合 

・京都市保健福祉局（製造小売業等の規制部署） 

   (イ) クリーンセンターにおける搬入ごみ検査及び検査結果に基づく指導・啓発 

     検査の結果、産業廃棄物やリサイクル可能な紙ごみ（一般廃棄物）などの

分別が不十分であった排出事業場に対し、一般廃棄物の収集運搬業者を通じ

て訪問や電話による啓発を行うとともに、本市職員による立入指導等を実施

した。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

立入指導件数 401 315 283 

注１ 排出事業者への立入指導等（電話で指導したものも含む。）の件数であり、搬入ごみ検査

における搬入者への指導件数（上記イ(ｶ)）とは一致しない。 

 ２ 立入指導は、事業場の規模の大小に関わらず実施しており、対象は少量排出事業場に限ら

れない。 

   (ウ) 事業ごみ減量ニュースレター「ごみゅにけーしょん」の発行（別紙３参照） 

     事業ごみの排出ルールに関する知識やごみの減量・再資源化の必要性及び

年度 排出事業者 収集運搬業者 処分業者 合計 

令和２年度 5,339 262 64 5,665 

令和３年度 5,789 294 63 6,146 

令和４年度（速報値） 5,730 303 70 6,103 
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その方法、優良事例などを分かりやすく紹介するニュースレターを作成し、

各種業界団体を通じて排出事業者等に配布した。 
発行年月（号数） 主な内容 発行部数 

令和４年７月（46 号） 剪定枝等リサイクル、ごみ搬入手数料 30,000 部 

令和４年９月（47 号） 食品ロス削減月間 30,000 部 

令和５年１月（48 号） ごみ搬入手数料、エコちゃんが行く 30,000 部 

 ⑵ 排出事業者による自主的な取組の促進 （共通）1-1  1-2  1-3  

  ア 産廃チェック制度の実施 1-8  
    ○ よりわかりやすいチェックシート※へと内容を見直した。 
     ※ 見直しの具体的な内容 

・ 既存のチェックシートの分類の簡素化 
・ 関係情報へのリンクの追加 
・ ３Ｒの各項目との関係性の明確化  など 

○ プラスチックに係る資源循環の促進に関するチェックシートを新たに導
入した。  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

優良事業場認定申請 

件数（認定件数） 

10 

（10） 

18 

（15） 

13 

（13） 

  イ プラスチックの資源循環に係る良好事例の紹介 1-8  
    市内の排出事業者による、廃プラスチック類の分別やマテリアルリサイクル

等の良好事例を、京都市公式 YouTube チャンネル「きょうと動画情報館」で紹

介した。 
紹介事業者 取組概要 公開日 視聴回数 

AC Biode（エーシー 

バイオード）株式会社 

（スタートアップ企業）

プラスチックごみを化学的に

分解して製品の原料にする、

先進的なリサイクル技術の研

究・開発を行っている。 

令和４年 

９月３０日 

７３５回 

（令和５年６月 
３０日時点） 

京都のれん株式会社 

（繊維製品メーカー） 

ペットボトルやペット端材な

どのリサイクル樹脂を 99％使

用した風呂敷等の開発・販売

を行っている。 

令和５年 

１月１６日 

３５０回 

（令和５年６月 

３０日時点） 

    （参考 URL）【Ac Biode】https://youtu.be/u-ivqU7cSAY 
          【京都のれん】https://youtu.be/DWGSgZ03_pI 

 ⑶ 排出事業者に対する情報提供等 

  ア 排出事業者向け総合ポータルサイトの構築  1-1  1-2  1-3  1-7  1-10  
    令和５年度中に制作し、令和６年度の公開を予定している。 

  イ あらゆる機会を活用した情報発信 1-1  1-2  1-3  1-7  
    「廃棄物の適正処理ガイドブック」等を用いた指導、啓発に加え、立入指導

や産廃チェック制度の案内送付などの様々な機会を活用して、（一社）京都府

産業廃棄物３Ｒ支援センター等と連携し、排出事業者に有益な情報を提供した。 

https://youtu.be/u-ivqU7cSAY
https://youtu.be/DWGSgZ03_pI
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   ○ 産廃チェック制度の案内等の機会を活用した各種情報提供の充実 
   ○ 冊子等を活用した指導・啓発の実施 

・ 廃棄物の適正処理ガイドブック【令和４年１１月改訂】 
・ 事業系廃棄物の正しい出し方【令和５年１月改訂】 
・ いち、に、さんぱい！（小中学生向け） 
・ 焼却禁止の啓発チラシ 
・ 焼却炉の基準に係る啓発リーフレット 

※ その他，環境省等が発行する啓発資材を活用している。 

   ○ 講習会、社内研修、「京都市政出前トーク」等への講師派遣（依頼なし） 
  ウ その他の情報発信 

   ○ 感染性廃棄物の処理の停滞回避に関する周知（医師会等を通じて周知） 

   ○ 使用済み太陽光パネルの適正処理に関する周知（ＨＰ掲載） 

   ○ 新型コロナウイルス感染症対策備品等の適正廃棄に関する周知（ＨＰ掲載） 
     （令和５年度実施） 
 ⑷ 製造業者向けアンケート実施（府市協働実施） 1-1  1-2  1-3 （別紙５参照） 
   製造業は、産業廃棄物として排出される廃プラスチック類の主要な排出元の一

つとなっており、また、プラスチック製品の製造に関わる事業者には、「プラスチ

ックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行によって設計段階での環境配

慮が求められる等、プラスチックの資源循環の促進を図るうえで、製造業者が果

たす役割は大きいものがある。そこで、事業者の取組状況の把握等を目的に、公

益社団法人京都工業会の協力の下、府内の製造業者を対象とした「プラスチック

の資源循環に関するアンケート」を実施した。 

 ⑸ 下水汚泥のリサイクルの推進 1-5  
   本市の下水道事業で発生する下水汚泥の約半分を、下水汚泥固化燃料施設 

【補９】において燃料化することにより、石炭の代替燃料として火力発電所等にお

いて有効に利用するリサイクルを実施している。 

  ○ 下水汚泥の処理状況                  （単位：トン） 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

焼却 96,756（99.0％） 56,137（53.0％） 64,856（58.8％）

固形燃料化 ― 49,491（46.7％） 45,519（41.2％）

セメント原料 998（ 1.0％） 198（ 0.2％） 0（00.0％）

合計 

（下水汚泥排出量）
97,754 105,826 110,375 
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２ 産業廃棄物処理業者に対する取組 

 ⑴ 産業廃棄物処理業者に対する指導・啓発等 
  ア 法令に基づく指導監督 

   (ア) 産業廃棄物処理施設への定期的な立入検査 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

中間処理・積替保管施設 
42 件/全 86 件 

（延べ 48回） 

36 件/全 86 件 

（延べ 44回） 

37 件/全 87 件 

（延べ 39回） 

自己処理施設 2 件 1 件 ― 

ダイオキシン類の行政検査 2 件 2 件 2 件 

法に基づく定期検査 ― 1 件 1 件 

   (イ) 違反行為に対する厳正かつ迅速な指導及び処分 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

業許可 
取消し ― ― ― 

停止命令 1 件（注１） 1 件（注２） ― 

施設設置 

許可 

停止・改善命令 ― ― ― 

取消し ― ― ― 

     注１ 無許可の事業範囲の変更による事業停止命令（３０日） 
      ２ マニフェストの不交付受託及び虚偽報告による事業停止命令（３０日） 

   (ウ) 優良産廃処理業者認定制度の運用 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

優良認定処理業者数 

（認定件数） 

（令和４年度末時点） 

19 者（34 件） 16 者（29 件） 17 者（32 件） 

  イ 優良な処理業者の育成に向けた働きかけ 

   処理業者からの報告書の徴取の機会を利用して、電子マニフェストの導入状

況やＢＣＰの策定状況についてアンケート調査を実施した。 
  ○ 電子マニフェストの導入状況等に関するアンケート結果 1-9  
   ※ 令和４年度第２回会議の報告と同内容。 
   ・電子マニフェスト登録事業者： ８２％ （３７／４５事業者） 
   ・電子マニフェストを４割以上利用している事業者 
     排出事業者単位 ：  ４％ （ ２／４５事業者） 
     マニフェスト単位： ２２％ （１０／４５事業者） 
   ・利用が進まない理由：「排出事業者において導入が進んでない」との意見が多数  
  ○ ＢＣＰの策定状況等に関するアンケート結果 2-4  
   ※ 令和４年度第２回会議の報告と同内容。 
   ・ＢＣＰ策定率： １３％ （５／３９事業者） 
   ・今後策定したいと回答した事業者： ６５％ （２２／３４事業者） 
   ・研修があれば参加したいと回答した事業者： ５６％ （２２／３９事業者） 
   ・策定が進まない理由：「策定に必要な知識がない」との意見が多数 
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 ⑵ 処理業に関する環境整備（新素材のリサイクルの推進） 1-7  
   将来的な大量廃棄が見込まれる使用済み太陽光パネルを始めとした新素材・新

製品に関し、低コストでリサイクル処理可能な技術の開発を推進するための支援

について、全国都市清掃会議を通じて国に対し要望した。 
 
３ 市民に対する取組 
  産業廃棄物の処理の重要性に対する市民の理解の促進や、産業廃棄物処理業及び

産業廃棄物処理施設に対する市民のイメージの向上を図るための啓発を行った。 
 ⑴ さんぱい施設見学会（エコバスツアー） 3-2 （別紙６参照） 
 ⑵ （公社）京都府産業資源循環協会と連携した市民向け啓発 3-2  

 

年度 
さんぱい施設見学会 

（エコバスツアー） 

（公社）京都府産業資源循環協会 

と連携した市民向け啓発 

令和元年度 
３回 

（７～８月。延べ８７名参加） 
環境フォーラムきょうと（中止）

令和２年度 （中止） 
産廃クイズサイトの開設 

（令和３年３月～） 

令和３年度 （中止） 

小学生向け啓発動画の作成 

（令和４年４月公開） 

※ 視聴回数：１，５９６回 
（令和５年６月３０日時点） 

令和４年度 

      ２回 （注１） 

 （８月にオンライン形式で開催。 

延べ２２組参加） 

注２ 

   注１ 見学先と参加者数の詳細は、以下のとおり。 
実施年月日 定員 参加者数 オンライン中継先 

８月３日（水） 
各１５組 

８組 キユーピー（株） 神戸工場 
～ （株）京都環境保全公社 ８月８日（月） １４組 

    ２ 令和４年度は、京都府産業資源循環協会と連携して、排出事業者向けの啓発と

して理美容業・製造小売業の業種別啓発リーフレットを作成しており、市民向け

の啓発としては実施していない。 
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製造業者向けアンケートの結果について（京都府・京都市実施） 

 

１ 実施期間 

  令和５年１月６日（金）～２月８日（水） 

 

２ 対象 

  京都工業会の単独会員（製造業） 

 

３ 回答者数 

  ４３事業者 

  （主な回答者：金属製品、生産用機器、電気機器、輸送用機器、プラスチック製品の製造業者） 

 

４ 目的 

 ⑴ 廃プラスチック類の排出抑制やリサイクルについての意識や取組の把握 

 ⑵ 上記に関する行政やユーザーへの要望の把握 

 ⑶ マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの推進に向けた課題の把握 

 ⑷ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」への理解を深める。 

 

５ 回答の概要 

 ⑴ 設計・製造業者（２０者）の回答結果 

  ア プラスチック使用製品の設計・製造段階での配慮等 

   ・ 「構造」について配慮等している … １７者（８５％） 【質問⑥】 

   ・ 「材料」について配慮等している … １２者（６０％） 【質問⑦】 

  イ  顧客・消費者や行政への要望 

   (ア) 顧客等に対する要望 【質問⑪】 

    ・ 分別の徹底 ……… １０者（５０％） 

    ・ 品質面への理解 … １０者（５０％） 

   (イ) 行政に対する要望 【質問⑫】 

    ・ 財政・技術支援 …… １１者（５５％） 

    ・ 配慮製品の紹介等 …  ７者（３５％） 

 ⑵ プラスチック使用製品の排出事業者（４３者）の回答結果 

  ・ 「排出の抑制」に取り組んでいる … ３６者（８４％） 【質問⑱】 

  ・ 「再資源化等」に取り組んでいる … ３３者（７７％） 【質問⑲】 

   多くの排出事業者がプラ新法に対応している一方で、排出抑制の取組として比較的取り組

みやすいと考えられる「長期間の使用」については９者（２１％）、「過剰な使用の抑制」に

ついては１６者（３７％）と低調な結果となった。 
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６ 回答結果 

  各質問に対する回答結果は、以下のとおり。 

 

① 主な製造業の種類を教えてください。 

  

 

 

 

② 工場・事業場の所在地を教えてください。（複数回答可） ③ 従業員数を教えてください。 

  

④ プラスチック使用製品を設計のうえ、製造していますか。 

  
 

 

 

 

 

 

14%

14%

14%

16%2%

9%

2%

5%

5%

2%

2%

2%

12%

生産用機械器具

電気機械器具

輸送用機械器具

金属製品

はん用機械器具

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品

繊維工業

食料品

化学工業

木材・木製品（家具を除く）

パルプ・紙・紙加工品

飲料・たばこ・飼料

その他

31 

17 

14 

京都市 京都府下 京都府外

京都市

京都府下

京都府外

47%

5%

49% 設計の上、製造している

製造しているが設計の権限がない（単純受注）

製造していない

0%

12%

44%
26%

19%

５人以下

６～２０人

２１～３００人

３０１～１,０００人

１,００１人以上

20 者 21 者 

2 者 
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⑤ 設計・製造しているプラスチック使用製品うち、主なプラスチック製品の種類を教えてく

ださい。 

  
 

⑥ プラスチック使用製品の「構造」について、取り組んでいる又は配慮している事項を教え

てください。（複数回答可） ※プラ新法の「設計指針」への対応状況を確認 

 

 
 

 ⑦ プラスチック使用製品の「材料」について、取り組んでいる又は配慮している事項を教え

てください。（複数回答可） ※プラ新法の「設計指針」への対応状況を確認 

  

 

5%

15%

45%0%

15%

5%

15%

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板・棒・管・継手・異形押出製品

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ・ｼｰﾄ・床材・合成皮革

工業用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品

発砲・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形材料（廃ﾌﾟﾗを含む）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器

その他

13 13

10

2 2

5

1 1

0

3

0 0

減量化

包装の簡素化

長期使用化・長寿命化

再使用が容易な部品の使用、又は部品の再使用

単一素材化等

分解・分別の容易化

収集・運搬の容易化

破砕・焼却の容易化

現時点では取り組んで（配慮して）いないが、取り組む予定

取り組みたいが、課題があり取り組めていない

取り組む予定はないが、消費者意識の高まりや技術発展等の

状況によっては、今後検討したい
取り組みたいと思わない

6

3

10

5

3

5

0 0

プラスチック以外の素材への代替

再生利用が容易な材料の使用

再生プラスチックの利用

バイオプラスチックの利用

現時点では取り組んで（配慮して）いないが、取り組む予定

取り組みたいが、課題があり取り組めていない

取り組む予定はないが、消費者意識の高まりや技術発展

等の状況によっては、今後検討したい

取り組みたいと思わない
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 ⑧ 「構造」及び「材料」の取組を実施する際に、取り組んでいるものはありますか。 

（複数回答可） ※プラ新法の「設計指針」への対応状況を確認 

   
 

 ⑨ 「構造」、「材料」における取り組むべき事項等への対応について、府・市に期待する取組

があれば教えてください。（複数回答可） 

   

   
 

 ⑩ 使用済プラスチック製品の自主回収・再資源化の取組について教えてください（自主回収・

再資源化には委託によるものも含む。）。 

  
  

 

 

9

7

11

4

1

3

0

製品のライフサイクル評価

情報発信及び体制の整備

関係者との連携

業界における製品分野ごとの設計のガイドライン

の遵守

取り組む予定

取り組む予定はないが、消費者意識の高まりや

技術発展等の状況によっては、今後検討したい

取り組みたいと思わない

11

8

12

2

セミナーの開催

相談窓口の設置

補助金の交付

その他(特にない・わからない)

5%

10% 0%

55%

10%

20%

自主回収し再資源化を行っており、認定制度に関心がある

自主回収し再資源化を行っているが、認定を受けるつもりはない

現時点では自主回収をしていないが、今後実施する予定

自主回収をする予定はないが、消費者意識の高まりやリサイクル

技術の発展等の状況によっては、今後検討したい

自主回収をしたいと思わない

回答できない（会社として、自主回収等の実施の決定権がない）
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⑪ プラスチックの資源循環を進めるために、顧客や消費者に行ってもらいたいことはありま

すか。（複数回答可） 

  
 

 ⑫ プラスチックの資源循環を進めるために、行政に行ってもらいたいことはありますか。 

（複数回答可） 

 
 

 ⑬ 令和３年度の廃プラスチック類の排出量を教えてください。 

   
 

 

 

 

 

 

10

8

10 10

1

3

分別の徹底

製品の簡易包装への理解

プラスチックの低減に配慮された製品の品

質面での理解

やや高価になってもプラスチックの低減に

配慮された製品の積極的な購入

その他

特にない・分からない

1

11

7

11

4

1

0

3

配慮されていない製品に対する規制の強化（使用禁止、有料化等）

配慮された製品に対する財政面での優遇（補助金、税控除等）

配慮された製品の優先的な購入や紹介

技術開発に対する支援

配慮設計に関する消費者等への啓発（理解の促進）

自主回収への支援（広報、回収場所の調整等）

その他

特にない・分からない

19%

69%

12%

２５０トン以上

２５０トン未満

分からない
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 ⑭ 排出する廃プラスチック類について、どのようにリサイクル又は処分されているか把握し

ていますか。 

   
 

 ⑮ 事業活動に伴って発生する廃プラスチック類について、リサイクル状況（委託を含む。）を教

えてください（リサイクルには、有償売却や熱回収（RPF化等のサーマルリサイクル）を含む。）。 

   

 ⑯ リサイクル方法を教えてください。（複数選択可） 

   
 ⑰ マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルに取り組む上での課題について、御意見をお

聞かせください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

35%

21%

5%

把握している

ほとんど把握している

あまり把握できてない

把握できていない

35%

7%

9%9%
0%

16%

23%

ほとんど全てをリサイクルしている （使用禁止、有料化等）

80％程度をリサイクルしている

50％～80％をリサイクルしている

30％～50％をリサイクルしている

10％～30％をリサイクルしている

ほとんどリサイクルせず、焼却又は直接埋立している

把握できていない

20

4

19

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

サーマルリサイクル

20

16
17

14 14

5
6

コスト（リサイクル費用）が高い

分別に課題がある

担当する人材が不足している

取り組みたいが、情報が不足している

リサイクル技術が普及していない（受け皿がない）

サーマルリサイクルの方が合理性がある

その他
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 ⑱ 廃プラスチック類の「排出の抑制」について、取り組まれていることを教えてください。

（複数回答可） ※プラ新法の「判断基準」への対応状況を確認 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 廃プラスチック類の「再資源化等」について、取り組まれていることを教えてください。

（複数回答可） ※プラ新法の「判断基準」への対応状況を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳ 自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化認定制度について、対応方

針を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

15

3

15

8
9

16

2

0

6

1

原材料の使用の合理化

端材の発生抑制

端材やプラスチック使用製品の試作品を原材料として使用

簡易包装の推進

プラスチックに代替する素材の活用

長期間の使用

過剰な使用を抑制

部品等について工夫されたプラスチック製品を使用（詰め替え、部品替え）

現時点では取り組んでいないが、取り組む予定

取り組む予定はないが、今後の状況によっては検討したい

取り組みたいと思わない

21%

42%

37%

再資源化に取り組んでおり、

認定制度に関心がある

再資源化に取り組んでいるが、

認定を受けるつもりはない

再資源化に取り組んでいない

21

24

14

18

14

2

7

1

可能な限り、再資源化を実施（委託を含む）

適切な分別の実施（素材ごとの分別など）

再資源化等を著しく阻害するもの（リチウムイオン蓄電池等）の混入の防止

再資源化を実施できない場合、熱回収を行うことができるものは、

熱回収を行い、可能な限り効率の高い熱回収を実施（委託を含む）

生活環境の保全上の支障が生じないよう廃棄物の飛散や流出の防止

現時点では取り組んでいないが、取り組む予定

取り組む予定はないが、今後の状況によっては、検討したい

取り組みたいと思わない
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補足資料 

（制度、施策等の概要） 

 

１ 多量排出事業場 

  前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン以上（特別管理産業廃棄物にあっては

50 トン以上）である事業場（多量排出事業場）を設置している事業者（多量排出事

業者）は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及びそ

の実施状況を、市長に提出、報告しなければならないこととされている。 

 根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第 12 条第 9項～第 11 項ほか 

 

２ さんぱい適正処理・３Ｒ推進事業場認定制度（さんぱいチェック制度） 

  産業廃棄物の適正処理及び廃棄物の３Ｒ推進に向けた意識の向上を図るため、恒

常的に産業廃棄物を排出する事業場に対してチェックシートを配布し自己チェッ

クを支援するとともに、優良な結果の事業場を認定・公表する制度。 

 根拠 京都市産業廃棄物の適正処理の確保等に向けた自己点検の推進等に関する要綱 

 【制度の概要】 

  ① 本市が産業廃棄物の適正処理や３Ｒに係るチェックシートを配布し、各事業

場が自己チェックを行う。 

  ② 本市が申請のあった事業場の審査を行い、優良事業場を認定し、本市のホー

ムページ等で公表する。 

 

３ 建設リサイクル法届出現場 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づく届

出のあった建設工事等について、同法により再資源化が義務付けられている３品目

（木くず、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊）のリサイクル等の

状況を確認するため、一部の工事現場への立入調査を実施している。 

 

４ 地下工作物存置届出現場 

  老朽化等により不要となった建築物や工作物を取り壊す場合、地下部分の工作物

についても産業廃棄物として適正に処理しなければならないが、周辺の生活環境の

保全に支障が生ずるおそれがなく、かつ、撤去した場合に周辺地盤に緩みが生じる

場合など、存置することに一定の有用性が認められる工作物については、地下に存

置して差し支えないと判断できる場合がある。 

  本市では、地下に工作物を存置しようとする工事業者からの届出を受け、存置に

よる生活環境保全上の支障の発生のおそれや存置の有用性について、対象となる工

事につき現場調査を行うなどして協議を行っている。 

 

 

 

資料２ 
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５ 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の指導及び保管用地の監視 

  産業廃棄物を生じた事業場以外の場所（面積が３００平方メートル以上）で産業

廃棄物を保管する場合に、廃棄物処理法及び本市条例に基づき、届出義務が課され

ている。 

  しかし、無届けでの事業場外保管や保管用地への廃棄物の過堆積等の違法行為も

散見されることから、必要な届出をするよう指導するとともに、保管用地の適正な

使用を徹底させるため、定期的に現場確認を実施している。 

 根拠 廃棄物処理法第１２条第３項ほか 

    京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例第３条以下 

 

６ 重点監視地域 

  市内の山間部においては、依然として産業廃棄物の不適正処理事案が見受けられ

ることから、市内全域の山間部に対するパトロールを月１～４回程度の頻度で実施

している。 

  また、山間部以外でも、不法投棄が頻発するなど、重点的に監視すべき地域につ

いても、定期的にパトロールを実施している。 

 

７ 大岩街道周辺地域 

  伏見区の大岩街道周辺地域では、過去に周辺地域の住民に対し直接的に被害を及

ぼすようなばい煙や悪臭、粉塵の発生などを伴う野外焼却などの悪質かつ重大な違

法行為が行われていたため、これらの問題の解決に向け、平成８年度以降、全庁的

な体制の下で対策に取り組んでいる。 

  全庁体制での監視の継続により、周辺地域に多大な悪影響を及ぼしていた大規模

な野外焼却は終息しているが、依然として廃棄物の違法堆積や小規模な野外焼却等

の違反が見られるため、定期的な監視パトロール及び立入指導を継続している。 

 

８ クリーンセンターにおける搬入ごみ検査 

  本市では、一般廃棄物の処理施設であるクリーンセンターへの不適切な廃棄物の

混入を防止するため、事業所などから排出された廃棄物の中に、プラスチック類な

どの産業廃棄物や、一般廃棄物のうちリサイクル可能な紙ごみなどが混入されてい

ないかどうか、搬入車両のごみの展開検査及び目視検査を随時実施している。 

  不適切な廃棄物が混入していることが判明した場合、搬入した収集運搬業者や事

業者等への持ち帰り指導等のほか、後日、当該廃棄物を排出した事業場に対し、収

集運搬業者を通じた啓発・指導や、本市職員による訪問等による直接指導を行い、

一般廃棄物、産業廃棄物及びリサイクルできるものの分別やごみの保管状況等を調

査して、事業者ごとの排出状況に応じた啓発・指導を行っている。 

 

 


